
厚生労働省委託
派遣元向け実務に活かす同一労働同一賃金セミナー

～指導監督を踏まえた対応のポイントと
令和 8年 10月改正のポイント～

派遣労働者の同一労働同一賃金について、同一労働同一賃金の令和８年 10 月改正の
内容に加え、関連する指導監督や対応のポイントを実際のトラブル例や対応事例をま
じえ、分かりやすく解説します。

派遣先の
困りごとに

どう対応したら
いい？

セミナー　申し込みフォーム
https://hakensakiseminar.mhlw.go.jp/

• 派遣元事業主
• 現在、派遣元責任者として選任されている方、 選任される予定の方
• 派遣元の人事・労務・派遣管理担当者の方
• 労働者派遣事業の許可取得を検討している企業の方
(※上記に該当しない方でもご参加いただけます。)

対  象  者

オンライン
セミナー
(Webex)

2026 年
2026 年
2026 年
2026 年

７月
８月
８月
８月

28 日
５日

18 日
24 日

( 火 )
( 水 )
( 火 )
( 月 )

14:00 ～ 16:00
14:00 ～ 16:00
14:00 ～ 16:00
14:00 ～ 16:00

会場セミナー
対面＆
オンライン配信 2026 年

2026 年

10 月

10 月

９日

13 日

( 金 )

( 火 )

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

東京会場：

大阪会場：

※各会場の対面参加は先着 80 名とさせていただきます。
※セミナー各回の内容は同じですが、複数回の受講が可能です。

派遣労働者には
待遇について

どこまで
説明する必要が

ある？

労使協定を
正しく作成・締結

できている？

契約の締結に
あたっての

留意事項は？

参加無料

本セミナーで派遣労働者の
同一労働同一賃金について派遣元が
対応すべきポイントを解説いたします



派遣元向け実務に活かす同一労働同一賃金セミナー
～指導監督を踏まえた対応のポイントと令和 8年 10月改正のポイント～

厚生労働省委託

同一労働同一賃金の改正・見直しの内容に加え、これまでのトラブル例や対応例を知ることで、派遣
労働者の同一労働同一賃金に関連するトラブル防止にお役立ていただけます。

Tel：03-6257-0568　Mail：jp_cons_mhlw_hakensaki_seminar-mbx@pwc.com
令和８年度厚生労働省委託事業「派遣労働者の公正な待遇確保等推進事業」（事務局：PwC コンサルティング合同会社）
お問合せ

プログラム予定
第 0部
14:00｠

はじめに
• 同一労働同一賃金の見直しに係る挨拶・対応依頼
•本日の流れ・配布資料の説明

第1部
14:10

派遣労働者の同一労働同一賃金の概要と令和８年10月改正のポイント
• 同一労働同一賃金ガイドラインの改定
•派遣労働者の待遇に関する説明義務の改善
•公正な評価による待遇の改善
•派遣先への影響

第2部
14:50

同一労働同一賃金に関連するトラブルを踏まえた対応のポイント
• 労使協定の作成・締結
•派遣労働者に対する就業条件の明示
•労働者派遣契約の締結
•派遣先の困りごとと派遣元の対応

第3部
15:50

質疑応答
• 事前にいただいた質問への回答

※プログラムは都合により変更する可能性があります。

同一労働同一賃金の改正・
見直しのポイントを解説

トラブル例と対応例に加え、
派遣先の困りごとへの対応
例を紹介

参加無料


